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第１章 稲城市介護支援ボランティア制度の概要等 

 

１ 介護支援ボランティア制度の具体的内容 

 

 稲城市の介護支援ボランティア制度は、介護保険法(平成９年法律第 123 号)

第 115 条の 45 第１項に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボラ

ンティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会

参加活動を通した介護予防を推進するために実施する事業である。 

 具体的には、高齢者が行った介護支援ボランティア活動の実績を評価したう

えで評価ポイントを付与し、その高齢者の申出により、当該評価ポイントを換

金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付するものである。 

 この介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険

第１号被保険者とし、介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は市長

が指定するものとしている。また、介護支援ボランティアは、市長の指定を受

けた介護支援ボランティア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行う。 

 

 

２ 基本方針 

 

 稲城市の介護支援ボランティア制度では、次の基本方針を定めている。 

 

基本方針 

 

・介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域におい

て高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならな

い。 

 

・介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければ

ならない。 

 

・介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができる

よう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 
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（参考） 

 稲城市介護支援ボランティア制度の概要（令和６年度）  

１ 概要 

 高齢者の介護支援ボランティア活動実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出に

より、当該評価ポイントを換金した「介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金」を交付する制度（一

定の社会参加活動をした者に対し、活動実績に応じて、実質的に保険料負担を軽減するもの。） 

 

２ 目的 

 高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを積極的に奨励・支援し、高齢者自身の

社会参加活動を通じた介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき稲城市介護支援ボランテ

ィア制度を設け、もっていきいきとした地域社会となることを目的とする。 

 

３ 内容 

(1) 制度根拠 

・介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 115 条の 45 第１項 

・地域支援事業実施要綱（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号）別記１⑵イ（ウ） 

・稲城市介護保険条例（平成 12年条例第８号）第 15 条の６ 

・稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱（平成 19 年７月９日市長決裁） 

(2) 
介護支援 

ボランティア 
稲城市の介護保険第１号被保険者であり、管理機関へ登録を行った者 

(3) 
介護支援 

ボランティア活動 

市長が指定する介護支援ボランティア事業及び活動 

 

① 介護保険対象施設 ① レクリエーション等の指導、参加支援

② 市が委託する地域支 ② お茶だしや食堂内の配膳、下膳等の補助

援事業（介護予防事業） ③ 喫茶等の運営補助

③ ふれあいセンター ④ 散歩、外出、館内移動の補助

④ 高齢者会食会 ⑤ 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等の

⑤ その他 行事の手伝い

⑥ 話し相手

⑦ 施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動

（例－草刈、洗濯物の整理、シーツ交換等）

⑧ その他

（例－高齢者世帯のゴミ出し等）

　事　業 活　動

 

(4) 活動実績の把握 介護支援ボランティアが持参する介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印。 

(5) 
評価ポイント 

の付与 

介護支援ボランティア手帳に押印されたスタンプの数に応じて最大 5,000 ポイントの評価ポイン

トを付与。 

(6) 
評価ポイント 

転換交付金 

介護支援ボランティア手帳を添えて、評価ポイント活用を申し出る。 

交付額は、年度内で最大 5,000 円。 

(7) その他 介護保険料の未納又は滞納がある場合、評価ポイント転換交付金は交付しない。 

 

４ 管理機関  稲城市社会福祉協議会（評価ポイントの管理、付与等） 

５ 施行日   平成１９年９月１日 
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３ 管理機関 

  

 稲城市の介護支援ボランティア制度では、介護支援ボランティアの登録、介

護支援ボランティア手帳の交付、介護支援ボランティア評価ポイントの付与及

び管理並びに介護支援ボランティア評価ポイント基金管理の業務は、介護支援

ボランティア管理機関が行う。この管理機関は、稲城市社会福祉協議会とし、

稲城市からの委託を受けて管理機関としての業務を行う。 

 

 

４ 介護支援ボランティア受入機関等 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度では、介護支援ボランティアの活動先は市

長が指定を行う。この活動先を「介護支援ボランティア受入機関等」と称し、

介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動についての指定を受ける。 

 

 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動の指定要件 

１ 稲城市内の施設又は場所における活動であること。 

２ 介護保険事業に関する活動であること。 

３ ホームヘルプサービスで行うべき業務の代替でないこと。 

４ 事業所等が本来行うべき業務の代替でないこと。 

５ 活動の結果、一定の介護予防の効果が見込まれること。 

 受入機関等がこの指定を受けようとするときは、市長へ申請しなければなら

ない。市長は、この申請に基づき指定し、又は却下したときは、申請者に通知

する。 

 また、市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事

業及び活動について、その指定を取り消したときは指定を受けていた者に通知

する。 

 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間

等に応じ、回数を単位として評価する。受入機関等は、介護支援ボランティア

活動を１時間につき１回として評価する。ただし、介護支援ボランティア活動

を１日において２時間以上行った場合又は２か所以上で行った場合については

当該活動を２回までとして評価する。この評価の方法は、介護支援ボランティ

ア手帳に活動確認スタンプを押印することによって行う。ただし、社会福祉協

議会のごみ出しなどのちょっとしたボランティアの場合は、継続的な活動につ

いて週１回以上の活動を（回数に関わらず）１回として評価するものとする。 
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５ 介護支援ボランティア活動実績の把握 

 

 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティア登録

申請書を管理機関に提出し、管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護

支援ボランティア手帳を交付する。 

 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押印

されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。評価ポイ

ントの付与を行ったときは、介護支援ボランティア手帳に介護支援ボランティ

ア活動評価ポイント付与認証印を押印する。 

 介護支援ボランティア手帳は、「健康に心配なし手帳」と称し、オリジナル

のマークを入れた。また、「株式会社よみうりランド」及び、Ｊリーグサッカ

ーチーム「東京ヴェルディ」が介護支援ボランティア制度を応援していること

から、ロゴが記載されている。 

 介護支援ボランティア手帳には、介護支援ボランティアの利便を図るため、

登録事項、制度解説、Ｑ＆Ａ、ボランティア活動の心得、ボランティア活動保

険について、稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱、スタンプ押印欄ペー

ジ、評価ポイント記録簿、介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出

書、介護支援ボランティア登録申請書、介護支援ボランティア活動先一覧が収

録されている。 

 

 

６ 評価ポイント 

 

 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10 回から 19 回まで 1,000 ポイント 

20 回から 29 回まで 2,000 ポイント 

30 回から 39 回まで 3,000 ポイント 

40 回から 49 回まで 4,000 ポイント 

50 回以上 5,000 ポイント 

 

 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。管理機関

は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイント数及び差

し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボランティア制度

の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するものとする。 
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７ 評価ポイント転換交付金 

 

 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする介

護支援ボランティアは、介護支援ボランティア手帳を添えて市長に申出るもの

とする。ただし、介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納が

ある場合は、当該評価ポイント転換交付金は交付しない。 

 市長は、この申出があった場合、介護保険料に係る未納又は滞納が無いとき

は、介護支援ボランティア手帳を添付のうえ、管理機関へ伝達するものとす

る。 

 管理機関は、この伝達に基づき、その評価ポイント活用の申出者の蓄積した

評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000 円を限度として、評価ポイント活用

の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付する。 

 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおりと

する。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア 

評価ポイント転換交付金 

1,000 ポイント 1,000 円 

2,000 ポイント 2,000 円 

3,000 ポイント 3,000 円 

4,000 ポイント 4,000 円 

5,000 ポイント 5,000 円 

 

 

８ 市民への制度周知方法 

 市民が 65 歳になった際及び 65 歳以上の者が市へ転入した際に、介護保険料

納入通知書と共に介護支援ボランティア周知チラシを同封している。また、稲城

市広報いなぎ（令和６年 11 月 1 日号）により、市民への制度の周知を行った。 

 

広報いなぎ（令和６年 11 月１日号） 
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９ 令和６年度実施に際してのスケジュール 

 

令和６年度実施に際してのスケジュールは、概ね以下のとおりである。 

      

令和６年４月 ・管理機関委託契約（稲城市・管理機関（社会福祉協議会）） 

       ・評価ポイント付与開始 

    ７月 ・評価ポイント転換交付金申請受付開始 

    ８月 ・転換交付金交付開始 

    10 月 ・5,000 ポイント達成者によみうりランド入場券・ヴェルディ

観戦ツアープレゼント 

令和７年２月 ・介護支援ボランティア受入機関等意見交換会実施 

３月 ・地域支援事業交付金精算 

（稲城市・管理機関（社会福祉協議会）） 

 

 

１０ 令和５年度決算額、令和６年度決算額及び令和６年度予算額 

 

令和５年度決算額   １，０２８，９４３円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳 金 額 

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） 
１７８，２７６円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

７４，５７０円 

１４，０１０円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 
４２，６００円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 
５４０，０００円 

事務管理料 １３５，７３６円 

消費税・印紙税 ４２，７６１円 
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令和６年度決算額  １，０１８，５８２円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳 金 額 

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） 
１４６，６７４円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

７０，２６０円 

２４，７８０円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 
３７，５７１円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 
４９９，０００円 

事務管理料 １８９，４３４円 

消費税・印紙税 ５０，８６３円 

 

令和７年度予算額  １，６３６，０００円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳 金 額 

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） 
１７１，０００円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

１００，０００円 

４２，０００円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 
３９，０００円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 

１，０００，０００

円 

事務管理料 １３５，０００円 

消費税・印紙税 １４９，０００円 
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第２章 稲城市介護支援ボランティア実施状況 

 

１ 介護支援ボランティア登録者数の状況 

 

 介護支援ボランティア登録者数は 986 人（うち昨年度末登録者は 939 人、今

年度新規登録者は 47 人、令和７年３月 31 日現在で転出や死亡等による資格喪

失者は 247 人）であった。登録者の年齢構成は、次表のとおりである。 

            （令和７年３月 31日現在：資格喪失者 247人を除く） 

年齢区分（才） 
男性 女性 全体 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

  ６５－６９ １人 12.5% 7 人 87.5% 8 人 1.2% 

  ７０－７４ 7 人 8.9% 72 人 91.1% 79 人 10.7% 

  ７５－７９ 20 人 10.8% 166 人 89.2% 186 人 25.2% 

  ８０－８４ 44 人 17.1% 214 人 82.9% 258 人 34.9% 

  ８５－   37 人 17.8% 171 人 82.2% 208 人 28.1% 

合 計 109 人 14.7% 630 人 85.3% 739 人 100.0% 

小数点以下第２位を四捨五入した割合。 

 

２ 介護支援ボランティアの評価ポイント付与状況及び交付金申請者 

 

 令和６年度登録者 986 人のうち交付金申請者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 ポイント 16 人 16,000 ポイント 

2,000 ポイント 67 人 134,000 ポイント 

3,000 ポイント 38 人 114,000 ポイント 

4,000 ポイント 21 人 84,000 ポイント 

5,000 ポイント 55 人 275,000 ポイント 

合 計 197 人 623,000 ポイント 
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３ 介護支援ボランティア受入機関等数の状況 

 

 介護支援ボランティア受入指定を受けた団体は 24 団体であった。 

 内訳は、社会福祉法人が６団体、株式会社が 11 団体、有限会社が２団体、Ｎ

ＰＯ法人が 1団体、医療法人が１団体、公共団体が１団体、その他の団体が２団

体であった。 

 指定を受けた活動内容は、「（１）レクリエーション等の指導、参加支援」が 23

団体、「（２）お茶だし、食堂内の配膳、下膳等の補助」が 12 団体、「（３）喫茶

等の運営補助」が 12 団体、「（４）散歩、外出、館内移動の補助」が 16 団体、

「（５）模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等の行事の手伝い」が

16 団体、「（６）話し相手」が 19 団体、「（７）施設職員と共に行う軽微かつ補助

的な活動」が 15 団体、「（８）その他（高齢者世帯のゴミ出し等）」が１団体であ

った。 
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介護支援ボランティアの受け入れ団体の指定申請の受付状況 

指定団体名など（全 25 団体） 
活動内容（※） 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

稲城市（介護予防推進事業）     対象    

稲城市社会福祉協議会 

（ふれあいセンター事業） 
対象    対象 対象 対象 対象 

ペアウェル多摩川 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

ＮＰＯ法人 支え合う会みのり 

（高齢者会食会など） 
対象 対象  対象 対象 対象 対象  

ベストライフたま 対象  対象 対象 対象 対象 対象  

平尾会（ひらお苑） 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

博愛会（ハーモニー松葉） 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

いなぎ苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

いなぎ正吉苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

NPO 法人 NPO ふれあい広場ポーポーの木 対象  対象  対象    

デンマークイン若葉台 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

ニチイホーム稲城 対象     対象 対象  

アクアメイト稲城通所介護事業所 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

そんぽの家稲城矢野口 対象 対象 対象 対象  対象   

稲城柔道接骨師会デイサービス 対象     対象 対象  

平尾ベルの会 対象  対象  対象    

やのくち正吉苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

そんぽの家 S稲城長沼 対象  対象 対象  対象   

そんぽの家 S稲城 対象  対象 対象  対象 対象  

小規模多機能型居宅介護みんなの家・稲城長沼 

グループホームみんなの家・稲城長沼 
対象 対象  対象 対象 対象 対象  

稲城ケアセンターそよ風 対象 対象   対象 対象   

看多機かえりえ平尾 対象   対象  対象   

コーシャハイム平尾 対象   対象     

コンパスウォーク稲城 対象        

活動内容（※）(1) レクリエーション等の指導、参加支援 

(2) お茶だしや食堂内の配膳、下膳等の補助 

(3)  喫茶等の運営補助 

(4)  散歩、外出、館内移動の補助 

(5) 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露等の行事の手伝い 

(6) 話し相手 

(7) 施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動 

                （例 草刈、洗濯物の整理、シーツ交換等） 

  (8) その他（例 高齢者世帯のゴミ出し等） 
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第３章 稲城市介護支援ボランティア実施状況アンケート調査 

 

１ 調査目的 

介護支援ボランティア登録者について、令和６年度の活動状況並びに制度へ

の感想・要望を明らかにし、今後の制度運営への資料とする。 

 

 

２ 調査方法等 

1．調査対象 介護支援ボランティア活動者  

2．調査方法 次年度手帳交付時に用紙を配布し、任意で回答を依頼 

3．調査時期 令和７年３月下旬から５月下旬 

4．回収結果 有効回収数 77 枚 

 

 

３ 調査結果 

 

1. 活動期間及び頻度について・・・３年以上の活動者が約 7割となった。 

活動頻度に関しては、１月あたり５回未満が約 7割となり、週１回もしくは

２週間に１回程度の活動が中心となっている。 

2. 介護支援ボランティア制度について・・・約９割が良い制度であると評価し

ている。 

3. 健康観の変化について・・・約９割の活動者が「張り合いが出てきた」、「健

康になった」という良い健康観の変化を感じている。また、変わらないと回

答した登録者は約２割程度いる（複数回答可）。 

4. 現在の活動状況について・・・昨年度以前と同じように身近な方と関われる

活動を中心に行われており、ご自分の得意なことを活かして活動されている

様子がわかった。 

5. 介護支援ボランティア手帳について・・・特にご意見等はなかった。 

6. 制度についての自由記載・・・今後の制度の発展についてのご意見があった。 

 

※アンケートの自由記載欄に関する回答は一部修正、省略して掲載しています。 
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【 令 和 6 年 度 活 動 分 】  

介 護 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度 ア ン ケ ー ト  

 

                             77 枚回収 

 

1. 介護支援ボランティアとしての活動期間および活動頻度をお教えください。 

活動期間  

１年未満 3 人 3.9％ １～２年 8 人 10.4％ 

２～３年 6 人 7.8％ ３年以上 51 人 66.2％ 

無回答 9 人 11.7％ 合計 77 人 100.0％ 

 

活動頻度（１月あたり） 

５回未満 53 人 68.8％ ５回以上 17 人 22.1％ 

無回答 7 人 9.1％ 合計 77 人 100％ 

 

2. 介護支援ボランティア制度について、どのように思いますか。（ひとつのみ

回答） 

① 良い制度だと思う 70 人 90.9％ 

② 普通の制度だと思う 2 人 2.6％ 

③ 見直しが必要だと思う 0 人 0.0％ 

④ その他 0 人 0.0％ 

⑤ 無回答 5 人 6.5％ 

合計 77 人 100.0％ 

 

3. 介護支援ボランティアの活動によって、健康面や精神面に変化はありました

か。（いくつでも回答可） 

① 張り合いが出てきた 46 人 59.7％ 

② 健康になった 20 人 26.0％ 

③ 変わらない 16 人 20.8％ 

④ 体調をくずした 0 人 0.0％ 

⑤ その他 ５人 6.5％ 

⑥ 無回答 ３人 3.9％ 

合計 77 人 100.0％ 

 

小数点第２位四捨五入。 
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4. 介護支援ボランティアにおいて、現在の活動状況を教えてください。また、

この１年間で生活や体調に変化等がありましたら自由にご記入ください。

（概要記載） 

一年間、通っておかげで元気で過ごせました。 

新しい知り合いができて生活に変化が出ました。 

月３回程度ふれあいセンターの登板で参加しています。 

体操をした後はとてもスッキリして気持ちが良くなりました。 

俳句はずっと続けていてやりがいになっています。 

小物作りは、楽しく、作品が仕上がるととても達成感があります。 

自身の活動範囲が広がり、体験が増し、楽しみが増しました。 

月に 2～3回ふれあいセンターコーディネーターとして活動していま

す。 

 
 

5. 介護支援ボランティア手帳について、掲載してほしい情報があれば教えてく

ださい。（概要記載） 

 

特にご意見等はなかった。 

 

 

6. 介護支援ボランティア制度について、ご感想・ご意見等ありましたら自由に

ご記入ください。（概要記載） 
 

高齢者が楽しめる場所ですのでこれからも充実していけば良いと思い

ます。 

コーディネーター以外の方達が多く参加してくれるようになるといい

です。 

高齢化していますので介護支援ボランティア制度が必要だと思いま

す。 
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第４章 稲城市介護支援ボランティア受入機関等意見交換会 

 

１ 意見交換会の開催目的 

稲城市介護支援ボランティア受入機関等との情報交換を通して制度をより

良いものにしていくこと、また受入機関等で制度運営上困っている点や疑問点

などを解消することを目的として開催した。 

 

 

２ 意見交換会に向けたアンケート調査 

意見交換会開催にあたって、受入機関等の現状や議題の選定等を目的として、

アンケート調査を実施した。 

 

1. 調査対象 介護支援ボランティア受入機関等 23 団体 

2. 調査方法 メール、ＦＡＸ、郵送による回収 

3. 調査時期 令和７年１月 

4. 回収結果 有効回収数 19 団体  

5. アンケート調査結果 

 

介護支援ボランティアの受入状況について 

問１ 令和６年 12 月現在、介護支援ボランティアを受け入れていますか。 

答１ 

① 受け入れている 13 機関 68.4％ 

② 受け入れていない 6 機関 31.6％ 

合計 19 機関  

 

問２ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。新型コロナ

ウイルス感染症の影響等で、受け入れなかった期間はありますか。 

答２ 

① ある 5 機関 38.4％ 

② ない 7 機関 53.8％ 

③ 無回答 1 機関 7.7％ 

合計 機関  

「ある」と回答した機関で受け入れなかった期間は各機関で異なり、緊急事態宣

言や新型コロナウイルス感染者数の増加に合わせて停止していました。          

 

小数点第２位四捨五入。 
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問３ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。介護支援ボ    

ランティアは週にどの程度活動していますか 

答３ 

① ほぼ毎日（週５日程度） ０機関 0.0％ 

② 週３～４日程度 ２機関 15.4％ 

③ 週１～２日程度 ６機関 46.2％ 

④ 不定期 ４機関 34.3％ 

⑤ その他 １機関 7.7％ 

⑥ 無回答 ０機関 0.0％ 

合計 １３機関  

小数点第２位四捨五入。 

 

問４ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。現在、各曜    

日およそ何人の介護支援ボランティアが活動されていますか。 

答４ 省略します。 

 

問５ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。貴機関では

ボランティアを最大で何人くらいまで受入可能ですか。 

答５ 省略します。 

 

問６ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。ボランティ

アの受入状況はいかがですか。 

答６ 省略します。 

 

問７ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。令和６年 12

月現在、受け入れの活動内容は何ですか。該当するものすべてに〇をつけ

てください。 

答７ 

① レクリエーション等の披露、指導、参加支援 １０機関 76.3％ 

② 配膳、下膳などの補助 ６機関 46.2％ 

③ 喫茶などの運営補助 ３機関 23.1％ 

④ 散歩、外出、館内移動の補助 ２機関 15.4％ 

⑤ 行事等の手伝い（模擬店、会場設営、芸能披

露、利用者の移動補助等） 
５機関 38.5％ 

⑥ 話し相手 ７機関 53.8％ 

⑦ 洗濯物の整理 ２機関 15.4％ 

⑧ 草木の水やり、草刈り ２機関 15.4％ 

⑨ シーツ交換の補助 １機関 7.7％ 

⑩ 衣服の繕い、リフォーム １機関 7.7％ 

⑪ その他 ２機関 15.4％ 

回答受入機関 １３機関  
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「① 「⑪その他」の具体的内容は、清掃やゴミ出しに関することでした。   

小数点第２位四捨五入。 

 

問８ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。ボランティ

アが貴機関に入室しない形で、導入を検討しているものや、実施したいも

のはありますか。該当するものすべてに〇をつけてください。 

答８ 省略します。 

 

問９ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。受け入れる

ために工夫していることや取り組んでいることがあれば、ご記入ください。 

答９  

   ・昼食を無料で提供している。 

   ・社協ホームページに募集情報を載せている。来苑された方への声かけを  

行って感謝をお伝えしている。 

   ・無理をせずできる範囲での手伝いをすることで長く付き合っていける。 

・検便などの費用をもつ、ボランティアの希望の時間を調整。 

・ご入居者・ボランティアの方、共に楽しんで頂けるように意見を聞く。 

 

問１０ 問１で「①受け入れている」と回答された方にお伺いします。受け入れ

の際に、課題や問題となっていることがあればご記入ください。 

答１０ 

   ・実際どこまで管理していいのか不明。 

   ・どんなスキルを持った方がいるか教えてほしい。 

 

問１１ 問１で「②受け入れていない」と回答された方にお伺いします。今後受

け入れ再開の予定はありますか。 

答１１ 省略します。 

 

問１２ 問１で「②受け入れていない」と回答された方にお伺いします。受け入

れられないことで生じた課題や問題があればご記入ください。 

答１２ 

   ・ボランティアの方の高齢化により説明がうまく伝わらないことがある。 

   ・来ていただきたい内容のボランティアが集まらない。 

   ・検便などの費用を持つ、ボランティアの希望の時間を調整。 

   ・依頼をしていますが参加者がいない。 

   ・地域との交流が低下している。昨年再開を検討していたが、コロナのク

ラスターが発生したことで断念。 

 

 問１３ ボランティア受入機関としてこの制度についてご意見、ご感想、困っ

たこと、運営上の疑問などをご記入ください。 
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答１３ 

   ・高齢者が元気に社会参加できる制度であり、スタンプをためる楽しさ、

モチベーションが上がる。 

   ・高齢者が社会参加できる場ができてよいと思う。若い方がボランティア

に来てくれた時スタンプをあげられないのが残念。 

   ・社会福祉法人は比較的に募集者が多くて、民間施設の受け入れ率、状況、

周知などは社協の協力が必要。 

・ボランティアの活動状況がほしいです。 

・やりとり（最初のつながり）が不透明、急な休みの連絡がこない時の対

応が難しい。 

 

問１４ 貴機関・施設ではボランティア受け入れの担当者はいらっしゃいます

か。 

答１４ 省略します。 

 

問１５ ボランティアの活動に関して特記することがありましたらご記入くだ

さい。 

答１５ 省略します。 

 

その他 

問１６ 意見交換会において、各受入機関に聞きたいことがあればご記入くだ

さい。 

答１６ （意見交換会の議題とさせていただきました）。 

（１）ボランティアの方の対応で困ったことはありますか？ 

（２）ボランティアの方をどのように施設に誘導しているのでしょうか？ 
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３ 介護支援ボランティア受入機関等意見交換会次第 

 

介護支援ボランティア受入機関意見交換会 次第 
日 時：令和７年２月 26 日（水) 10 時～11 時

30 分 

場 所：マスヤビル 205 号室 

 

開会 

 

議題 

１ 介護支援ボランティア制度について 

(1) 市役所高齢福祉課より 

  ・制度の趣旨について 

・令和５年度実施報告書について 

(2) 社会福祉協議会より 

  登録など事務の流れについて 

 

２ 提案議題等 

（１）ボランティアの方の対応で困ったことはありますか？ 

  ・また、その際はどのように対応されたか伺いたい。 

（２）ボランティアの方をどのように施設に誘導しているのでしょうか？ 

  ・また、情報の共有はどのように展開されているのでしょうか？ 

 

３ 介護支援ボランティアに関するご意見・ご質問 
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４ 介護支援ボランティア受入機関等意見交換会議事録 

 

【開催日時】令和７年２月 26 日（水）15 時 00 分～16 時 30 分 

【開催場所】マスヤビル 205 号室 

【参加者】受入機関７団体８人、社会福祉協議会１人、市事務局１人 

 

※意見交換会当日の会話の流れなどは考慮せず、各議題において受入機関ごと

に出た意見をまとめることで議事録とする。 

 

【内容】 

１ 介護支援ボランティア制度について 

(1)市役所高齢福祉課より 

・制度の趣旨について 

介護支援ボランティア制度は、ボランティアを通じて介護予防につながる活動

を支援し、介護給付費や介護保険料を抑えるために創った制度です。 

 

介護支援ボランティアには、参加したボランティアの回数に応じてスタンプを

貯めてもらい、ボランティア自身の申請によって、貯めたスタンプをポイントに

換え、年間 5,000 円を上限として交付するという流れをとっている。管理機関

としては、稲城市社会福祉協議会のボランティアセンターに委託をしており、ボ

ランティアの登録や管理、交付金の振込などをお願いしている。 

 

活動内容は、高齢者にお願いしているレクリエーション活動やお話し相手など、

介護周辺に関するボランティアは基本的に全て認めている。ただし、身体介助や

高齢者宅に訪問するような活動は、専門的な資格を持っている者が支援計画な

どに基づいて提供されるべきものなので、介護支援ボランティアの活動内容と

しては認めていない。現在登録されている内容以外に新しく受け入れたい内容

があれば、市役所までご相談いただきたい。 

 

・令和５年度実施報告書について 

実施報告書には登録状況や交付金変換状況のほかに、ボランティアを対象とし

たアンケート結果なども載せており、市のホームページで過去のものから令和

５年度までの報告書を掲載しておりますので、お時間あるときにご確認いただ

ければと思います。今後も制度をより良いものにしていきたいと思いますので、

今回の意見交換会をはじめ、普段からお気づきの点があればご意見をいただけ

ますと幸いです。 
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(2)社会福祉協議会より登録など事務の流れについて 

事務手続きの流れについては、ボランティア希望の方に社協ボランティアセ

ンターの窓口に来ていただき、希望や特技、通える場所に沿った活動先を探

す。昨今の情勢により、活動先の受入れ状況が変わるため、活動先の候補が挙

がったら、職員より活動先に電話をし、状況を確認している。 

 

初回の見学可能日が決まれば、可能な限り社協職員が同行する。見学では、施

設のボランティア担当に施設の設備や１日のスケジュール、ボランティア内

容、必要な持ち物、注意事項をご説明いただいている。 

 

また、実際にボランティアを体験していただくこともある。その後、ご本人と

社協間で、継続してボランティアをするかどうか意向を確認し、希望するので

あれば、ボランティア保険の加入手続きをしていただき、正式に活動開始とな

る。その際に、ボランティア全般の活動の注意やご自身のペースで無理なく活

動いただくこと、守秘義務として個人情報を漏らさないように等のご説明をし

ている。あわせて、けががあった場合はすぐに社協へ連絡をし、手続きを取る

ようにご案内をしている。 

 

介護支援ボランティアを募集したいという場合は、いつでもボランティアセン

ターにご連絡いただき、作業内容や希望人数の条件を教えてほしい。 

 

 

 

２ 出席事業者より自己紹介及び現在の受け入れ状況について 

～Ａ受入機関～ 

社会福祉協議会からの紹介ではないが職員の知り合いが不定期で活動してい

る。 

 

～Ｂ受入機関～ 

例年とおりの活動でかわりない。 

 

～C 受入機関～ 

2 名の男性のボランティアが麻雀の相手をされる他、月曜日と火曜日に下膳配

膳をされる方もいるが比較的小規模な活動状況。 

 

～D 受入機関～ 

個人の方はコロナウイルス感染症をきっかけに途切れて復帰される方もいな

い。団体だとイベント時にダンスなどを披露していただくことがある。 

 

～E 受入機関～ 

文化センター等を借りて会食サービスを行っていて、そこでの労働力はボラ

ンティアで賄っている。91 名参加されている。 
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～F 受入機関～ 

 職員が 4 名しかおらず、ボランティアの方も 80 代の方ばかり。希望された方

には有償ボランティアとして昨年の 4 月から二時間以上活動されている方には

500 円、三時間以上活動されている方には 1,000 円をお渡ししている。 

 

～Ｇ受入機関～ 

コロナウイルス感染症流行の前は活動していたが今はしておらず、ノウハウ

もない状態。 

 

 

３ 受入機関からの提案議題について 

（１） ボランティアの方の対応で困ったことはありますか？ 

～C 受入機関～ 

 口頭でのコミュニケーションがとれないことがあるがそこまで困ったことは

ない。 

 

～D 受入機関～ 

 体の調子が悪い方には傾聴などその方に合う活動をやってもらっている。施

設として感染症を持ち込むわけにはいかないので発熱等されている方が来られ

た際はお断りするが、善意で来られている方なのでお断りしにくい。 

 

（２）ボランティアの方をどのように施設に誘導しているのでしょうか？ 

～社会福祉協議会～ 

 社協だよりに掲載するのが一番効果があると思っている。前回、掲載した際は

一週間程度で 5 件の問い合わせがあった。年に 4 回、掲載のタイミングがある

ので是非ご連絡ください。 

 

 

４ 介護支援ボランティアに関するご意見・ご質問 

～Ｂ受入機関～ 

社会福祉協議会にはひきこもり支援等を通じてボランティア数の増強に努めて

ほしい。また、ボランティアの方が使えるドアツードアの移動支援を行ってほし

い。 

 

～E 受入機関～ 

運転手の支援や車の手配等があると活動的な方が増えるのではないか。 

 

～D 受入機関～ 

新しいボランティアの方を募集するよりも介護支援ボランティアに登録はして

いても活動はしていない方の活動増進に力を入れたほうがいいと思う。 
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※上記の議題以外にもボランティアの全体的な高齢化に関してご意見を複数い

ただいた。 
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第５章 介護予防効果の検証 

 

１ 稲城市介護支援ボランティア制度の保険料抑制効果からみる介護予防効果 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度の介護予防効果（新規認定率）を保険料抑制

という観点から捉えるとどの程度の効果をもたらすのか、試算を行った。 

 この試算は、令和５年度に稲城市介護支援ボランティア制度が導入されてい

たことによる保険料抑制効果を、令和６年度に確定した令和５年度の各実績を

用いて計算したものである。 

 介護支援ボランティア制度の費用効果（５，９１２，３９３円）から、介護支

援ボランティア制度に要した費用（１，０２８，９４３円）を控除することによ

り、稲城市介護支援ボランティア制度を実施したことによる費用利得は年額４，

８８３，４５０円となる。これを介護保険料に当てはめると、一人一月あたり４．

５円の介護保険料抑制効果があると試算される。 
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  稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱 

（平成 19 年 7 月 9 日市長決裁） 

 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第 115 条の 45 第１項

に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通し

て地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した

介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、稲城市介護支援ボ

ランティア制度（以下「介護支援ボランティア制度」という。）を設け、もっ

て生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。 

 （基本方針） 

第２条 介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地

域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされな

ければならない。 

２ 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しな

ければならない。 

３ 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることが

できるよう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まるこ

と。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 

 （介護支援ボランティア制度） 

第３条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランティア

活動の実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出によ

り、当該評価ポイントを換金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交

付金を交付するものとする。 

２ 介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険第

１号被保険者とする。 

３ 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は、市長が指定するもの

とする。 

４ 介護支援ボランティアは、第５条第１項の指定を受けた介護支援ボランテ

ィア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行うものとする。 

 （管理機関） 

第４条 介護支援ボランティアの登録、介護支援ボランティア手帳の交付、介護

支援ボランティア評価ポイントの付与及び管理並びに介護支援ボランティア

評価ポイント基金管理は、介護支援ボランティア管理機関（以下「管理機関」

という。）が行うものとする。 
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 （介護支援ボランティア受入機関等） 

第５条 介護支援ボランティア受入機関等（以下「受入機関等」という。）は、

あらかじめ第３条第３項に規定する介護支援ボランティアの対象となる事業

及び活動について、市長から指定を受けなければならない。 

２ 受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、「稲城市介護支援ボラン

ティア（事業・活動）指定申請書」（様式第１号）により市長へ申請しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の申請に基づき指定し、又は却下したときは、稲城市介護支援

ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書（様式第２号）により申請

者に通知するものとする。 

４ 市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事業及

び活動について、その指定を取り消したときは、稲城市介護支援ボランティア

（事業・活動）指定取消決定通知書（様式第３号）により指定を受けていた者

に通知するものとする。 

５ 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間

等に応じ、回数を単位として評価するものとする。 

６ 受入機関等は、介護支援ボランティア活動を１時間につき１回として評価

するものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を１日において２時間以

上行った場合又は２か所以上で行った場合については、当該活動を２回まで

として評価するものとする。 

７ 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印する

ことによって行うものとする。 

８ 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。 

 （介護支援ボランティア活動実績の把握） 

第６条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティ

ア登録申請書を管理機関に提出するものとする。 

２ 管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護支援ボランティア手帳を交

付するものとする。 

３ 介護支援ボランティア登録申請書及び介護支援ボランティア手帳の様式は、

管理機関が別に定める。 

４ 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押印

されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。 

５ 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護支

援ボランティア手帳に介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印を

押印するものとする。 

６ 介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が

別に定める。 
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 （評価ポイント） 

第７条 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10 回から 19 回まで 1,000 ポイント 

20 回から 29 回まで 2,000 ポイント 

30 回から 39 回まで 3,000 ポイント 

40 回から 49 回まで 4,000 ポイント 

50 回以上 5,000 ポイント 

 

２ 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。 

３ 管理機関は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイン

ト数及び差し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボラ

ンティア制度の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するものと

する。 

 （評価ポイント転換交付金） 

第８条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようと

する者は、介護支援ボランティア評価ポイント活用申出書（様式第４号）に介

護支援ボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納がある場合は、

当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。 

３ 市長は、第１項の申出があった場合において、当該介護支援ボランティアに

介護保険料に係る未納又は滞納が無いときは、介護支援ボランティア活動評

価ポイント活用申出伝達書（様式第５号）に介護支援ボランティア手帳を添付

のうえ、管理機関へ伝達するものとする。 

４ 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該評価ポイント活用の申出者

の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000 円を限度として、評価

ポイント活用の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交付

金を交付するものとする。このとき管理機関は、「介護支援ボランティア評価

ポイント転換交付金交付決定通知書」を当該評価ポイント活用の申出者へ通

知する。 

５ 前項の介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書の様

式は、管理機関が別に定める。 

６ 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおり

とする。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア評価ポイ

ント転換交付金 

1,000 ポイント 1,000 円 

2,000 ポイント 2,000 円 

3,000 ポイント 3,000 円 

4,000 ポイント 4,000 円 

5,000 ポイント 5,000 円 
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 （地域支援事業交付金の活用） 

第９条 管理機関は、市が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボランティ

ア評価ポイント転換交付金に充てるものとする。 

 （事業の委託） 

第１０条 市は、介護支援ボランティア事業の実施に当たって、必要な事務を管

理機関へ委託することができる。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度実施に

関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   付 則 

 （施行期日）  

第１条 この要綱は、平成 19 年９月１日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

   付 則 

 この要綱は、平成 22 年３月 31 日から施行する。ただし、第１条の規定は、平

成 21 年５月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の稲城市介護支援ボラン

ティア制度実施要綱様式第１号及び様式第４号による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 
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様式第１号（第５条第２項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申請者 

                    住所 

                    団体名 

                    代表者         

                    電話 

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定申請書 

 

 稲城市介護支援ボランティアの対象として指定を受けたいので、稲城市介護

支援ボランティア制度実施要綱第５条第２項の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65 歳以上   人） 
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様式第２号（第５条第３項関係） 

  年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書 

 

     年  月  日付で申請のあった稲城市介護支援ボランティア（事

業・活動）指定申請については、下記のとおりとしたので通知します。 

 

記 

１ 以下のとおり指定する。 
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65 歳以上   人） 

 

２ 次の理由により却下する。 

却下理由 
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様式第３号（第５条第４項関係） 

    年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定取消決定通知書 

 

 下記の稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）については、下記のとおり

指定を取り消す 

 

記 

 

取消年月日  
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65 歳以上   人） 

 

取消理由 
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様式第４号（第８条第１項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申出者 

                    住所 

                    氏名          

                    電話  

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書 

 

 私は、下記のとおり介護支援ボランティア手帳を添えて介護支援ボランティ

ア評価ポイントの活用を申し出ます。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

   ※振り込み依頼先口座 

 銀行・信金 

信組・農協 

 本店・支店 

出張所 

預金の種類 1.普通 2 当座 口座番号  

 

口座名義人 
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様式第５号（第８条第３項関係） 

  年  月  日 

 

 管理機関 殿 

 

                     稲城市長       

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出伝達書 

 

 下記のとおり介護支援ボランティア活動評価ポイント活用の申出があり、当

該申出者に介護保険料の未納又は滞納が無いことを確認したので、介護支援ボ

ランティア手帳を添えて伝達します。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

 

 

介護保険料の未納又は滞納が無いことの確認欄 

  年  月  日 

 

 申請者について、介護保険料の未納又は滞納がないことを確認いたしました。 

 

                      確認者 氏名      印 
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41 
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介護支援ボランティア視察受入状況（視察受入状況：平成１９年７月以降

～令和７年３月末までのもの） 

  日付 訪問団体 職種 人数 

1 

19.07.1

9 青森県八戸市  職員 
3 

2 

19.08.2

3 大阪府茨木市  議員 
3 

3 

19.08.2

8 愛知県稲沢市  職員 
3 

4 

19.08.3

0 愛知県豊橋市  職員 
4 

5 

19.08.3

1 東京都世田谷区  職員 
2 

6 

19.09.2

1 岡山県    職員 
1 

7 

19.10.0

3 鳥取県米子市  議員 
9 

8 

19.10.0

4 福岡県介護保険広域連合 職員 
2 

9 

19.10.1

1 大阪府柏原市  議員 
3 

10 

19.10.1

2 熊本県人吉市  議員 
10 

11 

19.10.1

5 三重県桑名市  議員 
3 

12 

19.10.1

8 神奈川県南足柄市  職員 
5 

13 

19.10.2

4 岐阜県多治見市  議員 
8 

14 

19.10.2

4 福島県喜多方市  職員 
1 

15 

19.10.2

5 新潟県燕市  議員 
9 

16 

19.10.3

1 沖縄県宜野湾市  議員 
10 

17 

19.11.0

1 東京都調布市  議員 
1 

18 

19.11.0

5 愛媛県八幡浜市  議員 
9 

19 

19.11.0

7 岡山県岡山市  議員 
14 

20 

19.11.1

3 愛知県刈谷市  議員 
2 
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21 

19.11.1

4 愛知県一宮市  議員 
12 

22 

19.11.1

6 民主党東京都第 22 区総支部 議員 
18 

23 

19.11.1

9 東京都清瀬市  議員 
1 

24 

19.11.1

9 神奈川県横浜市  職員 
2 

25 

19.11.2

0 岡山県井原市  職員 
2 

26 

19.11.2

2 福島県郡山市  職員 
1 

27 

19.12.2

0 大分県別府市  議員 
1 

28 

20.01.2

4 京都府宇治市  議員 
12 

29 

20.01.3

1 静岡県伊東市  議員 
1 

30 

20.02.0

5 新潟県三条市  議員 
5 

31 

20.02.0

6 香川県観音寺市  議員 
2 

32 

20.02.1

3 大阪府吹田市  議員 
11 

33 

20.02.1

4 兵庫県西宮市  議員 
1 

34 

20.02.1

4 福岡県福岡市  議員 
1 

35 

20.02.2

0 東京都    職員 
3 

36 

20.02.2

5 東京都八王子市  職員 
3 

37 

20.03.0

6 山口県下関市  職員 
2 

38 

20.05.0

9 神奈川県藤沢市  職員 
9 

39 

20.05.1

2 東京都東久留米市  議員 
2 

40 

20.05.1

5 鹿児島県奄美市  議員 
8 

41 

20.05.2

1 富山県小矢部市  議員 
6 

42 

20.05.2

2 群馬県太田市  議員 
4 
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43 

20.05.2

9 厚生労働省（東京都）  職員 
10 

44 

20.06.1

3 愛知県春日井市  職員 
2 

45 

20.06.3

0 東京都清瀬市  職員 
4 

46 

20.07.0

1 公明党高齢者ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄＰＴ 議員 
6 

47 

20.07.0

4 香川県東かがわ市  議員 
7 

48 

20.07.0

9 静岡県牧之原市  職員 
6 

49 

20.07.1

0 岩手県北上市  議員 
9 

50 

20.07.2

5 厚生労働省（東京都）  職員 
1 

51 

20.07.2

8 神奈川県横須賀市  職員 
2 

52 

20.07.2

9 奈良県香芝市  議員 
3 

53 

20.07.3

0 千葉県印西市  議員職員 
7 

54 

20.07.3

1 鹿児島県霧島市  職員 
4 

55 

20.07.3

1 鹿児島県    職員 
2 

56 

20.08.0

4 岐阜県羽島市  議員 
10 

57 

20.08.1

8 東京都新宿区  議員 
2 

58 

20.08.1

8 愛知県北名古屋市  議員 
6 

59 

20.08.2

0 岐阜県関市  議員 
10 

60 

20.08.2

2 宮崎県議会  議員 
13 

61 

20.08.2

5 群馬県邑楽郡明和町  職員 
2 

62 

20.08.2

5 山梨県甲府市  職員 
3 

63 

20.08.2

5 静岡県磐田市  職員 
3 

64 

20.09.0

9 静岡県掛川市  職員 
2 
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65 

20.09.3

0 青森県三戸郡五戸町  議員 
8 

66 

20.10.0

2 静岡県掛川市  議員 
11 

67 

20.10.0

6 北海道余市町  議員 
7 

68 

20.10.0

7 千葉県浦安市  職員市民 
12 

69 

20.10.1

5 広島県福山市  職員 
4 

70 

20.10.2

0 愛知県尾張旭市  職員 
3 

71 

20.10.2

2 北海道帯広市  職員 
2 

72 

20.10.2

3 岩手県盛岡地区福祉連絡協議会 職員 
12 

73 

20.10.3

1 岐阜県可児市  議員 
8 

74 

20.10.3

1 千葉県流山市  職員 
2 

75 

20.11.1

3 埼玉県比企郡鳩山町  議員町長 
15 

76 

20.11.1

3 北海道苫小牧市  職員 
1 

77 

20.11.1

7 東京都立川市  議員 
2 

78 

20.11.1

8 東京都板橋区  議員 
2 

79 

20.11.1

8 千葉県成田市  議員 
1 

80 

20.11.1

8 千葉県香取市  議員 
2 

81 

20.11.2

6 鳥取県鳥取市  議員 
8 

82 

20.11.2

8 山形県天童市  職員 
2 

83 

21.01.1

4 長野県上伊那地方事務所 職員 
1 

84 

21.01.2

6 長野県千曲市  議員 
6 

85 

21.02.0

2 長野県長野市  議員 
2 

86 

21.02.0

3 愛知県東浦町  議員 
2 



47 
 

 
 

87 

21.02.0

3 愛知県阿久比町  議員 
1 

88 

21.02.0

4 東京都杉並区  議員 
1 

89 

21.02.0

6 岩手県八幡平市  議員 
6 

90 

21.02.1

0 京都府久御山町  議員 
2 

91 

21.02.1

0 京都府精華町  議員 
2 

92 

21.02.1

6 和歌山県九度山町  議員 
11 

93 

21.02.1

9 兵庫県加古郡稲美町  議員 
3 

94 

21.02.2

0 沖縄県宜野湾市  職員 
2 

95 

21.02.2

5 熊本県水俣市  職員市民 
4 

96 

21.02.2

6 千葉県多古町  民生委員 
31 

97 

21.04.0

3 大阪府交野市  議員 
1 

98 

21.04.1

7 鹿児島県鹿児島市  議員 
1 

99 

21.04.2

2 東京都調布市  職員 
3 

10

0 

21.04.3

0 千葉県我孫子市  議員 
3 

10

1 

21.05.1

2 埼玉県新座市  議員 
4 

10

2 

21.05.2

0 北海道苫小牧市  議員 
2 

10

3 

21.05.2

1 大阪府大阪狭山市  議員 
2 

10

4 

21.06.1

1 山口県山陽小野田市  社協職員 
1 

10

5 

21.07.0

3 秋田県鹿角市  議員 
5 

10

6 

21.07.1

5 
静岡県袋井市  職員・社協職員 2・社協 1 

10

7 

21.07.3

0 埼玉県    職員 
3 

10

8 

21.080.

3 山口県周南市  議員 
5 
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10

9 

21.08.0

5 神奈川県相模原市  職員 
5 

11

0 

21.08.0

6 茨城県土浦市  職員 
4 

11

1 

21.08.3

1 三重県桑名市  職員 
5 

11

2 

21.09.0

4 埼玉県川口市  職員 
2 

11

3 

21.10.0

5 香川県高松市  議員 
13(他随 2) 

11

4 

21.10.0

7 鹿児島県薩摩川内市  議員 
9(他随 1) 

11

5 

21.10.0

9 佐賀県佐賀市  職員 
1 

11

6 

21.10.1

4 京都府八幡市  議員 
7(他随 2) 

11

7 

21.10.1

6 滋賀県彦根市  議員 
4(他随 2) 

11

8 

21.10.2

3 東京都北区  議員 
2 

11

9 

21.10.2

7 兵庫県加古川市  議員 
8(他随 1) 

12

0 

21.10.2

8 滋賀県草津市  議員 
8(他随 2) 

12

1 

21.11.0

5 沖縄県浦添市  議員 
8(他随 1) 

12

2 

21.11.0

6 福岡県北九州市  議員 
2 

12

3 

21.11.1

1 山口県下松市  議員 
7(他随 1) 

12

4 

21.11.1

6 広島県安芸郡府中町  議員 
6(他随 2) 

12

5 

21.11.1

6 山梨県富士吉田市  職員 
8 

12

6 

21.11.1

7 新潟県柏崎市  議員 
7(他随 2) 

12

7 

21.11.2

0 愛知県江南市  議員 
1 

12

8 

21.11.2

0 静岡県焼津市  職員 
2 

12

9 

21.12.1

0 秋田県大曲仙北広域市町村県組合 職員 
9 

13

0 

22.01.2

2 愛媛県新居浜市  議員 
1 
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13

1 

22.01.2

7 山形県三川町  議員 
6 

13

2 

22.01.2

8 愛知県小牧市  議員 
3 

13

3 

22.02.0

1 京都府長岡京市  議員 
3 

13

4 

22.02.1

0 福島県郡山市介護保険運営協議会 委員 
8（他随 2） 

13

5 

22.02.1

6 神奈川県大和市  職員 
2 

13

6 

22.02.2

2 宮城県柴田町  職員 
2 

13

7 

22.03.3

0 北海道旭川市  議員 
1 

13

8 

22.04.1

6 広島県東広島市  議員 
2 

13

9 

22.04.2

0 島根県浜田市  議員 
9(他随 1) 

14

0 

22.04.2

7 埼玉県所沢市  議員 
3 

14

1 

22.05.1

1 岩手県盛岡市  議員 
11(他随 3) 

14

2 

22.05.1

2 滋賀県長浜市  議員 
2 

14

3 

22.05.1

2 愛知県刈谷市  議員 
2 

14

4 

22.05.1

4 
埼玉県伊奈町  議員 8 

14

5 

22.05.1

8 
山梨県北杜市  職員・社協職員 計 10 

14

6 

22.05.1

9 
沖縄県石垣市  議員 7(他随 1) 

14

7 

22.05.2

7 
埼玉県鳩山町  職員・社協職員 2・社協 2 

14

8 

22.07.1

5 
愛知県豊川市  議員 11(他随 2) 

14

9 

22.07.2

1 
滋賀県守山市  職員 7 

15

0 

22.07.2

6 
静岡県島田市  職員・社協職員 3・社協 1 

15

1 

22.07.2

7 
宮城県岩沼市  議員 3 

15

2 

22.07.2

8 
広島県安芸高田市  職員・社協職員 1・社協 1 



50 
 

 
 

15

3 

22.07.2

8 
愛媛県新居浜市  議員 7(他随 2) 

15

4 

22.07.3

0 
埼玉県さいたま市  市長・職員 5 

15

5 

22.08.0

2 
京都府八幡市  議員 2 

15

6 

22.08.0

2 
京都府木津川市  議員 1 

15

7 

22.08.0

2 
京都府京田辺市  議員 2 

15

8 

22.08.0

4 
奈良県葛城市  議員 6(他随 2) 

15

9 

22.08.0

5 
長崎県長崎市  議員 1 

16

0 

22.08.0

5 
青森県八戸市  職員 1 

16

1 

22.08.1

0 
神奈川県平塚市  職員 2 

16

2 

22.08.1

8 
岐阜県各務原市  議員 3 

16

3 

22.08.1

9 
山形県河北町  議員 8(他随 3) 

16

4 

22.08.2

0 
埼玉県越谷市  職員・社協職員 4・社協 4 

16

5 

22.10.1

8 
福岡県大牟田市  議員 5 

16

6 

22.11.0

1 
長崎県大村市  議員 5(他随 1) 

16

7 

22.11.0

4 
埼玉県越谷市  議員 1 

16

8 

22.11.0

4 
宮崎県宮崎市  職員 1 

16

9 

22.11.0

5 
東京都国分寺市  職員 3 

17

0 

22.11.1

2 
滋賀県近江八幡市  議員 10(他随 3) 

17

1 

22.11.1

5 
埼玉県吉川市 職員・社協職員 3・社協 2 

17

2 

22.11.1

6 
岐阜県垂井町  議員 6(他随 3) 

17

3 

22.11.1

8 
滋賀県大津市  議員 11 

17

4 

22.11.1

9 
愛知県豊田市  職員 1 
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17

5 

22.11.2

4 
岩手県釜石市  議員 2 

17

6 

22.11.2

4 
岩手県花巻市  議員 1 

17

7 

22.12.0

2 
北海道幕別町  職員 2 

17

8 

22.12.0

9 
岩手県    職員 2 

17

9 

22.12.2

2 
高知県高知市  職員 3 

18

0 

22.12.2

4 
埼玉県新座市  

職員・社協職員 

社福職員 

2・社協 1・社福

2 

18

1 

23.01.1

9 
沖縄県沖縄市  議員 7(他随 1) 

18

2 

23.01.2

7 
広島県尾道市  議員 1 

18

3 

23.01.2

7 
兵庫県姫路市  職員 2 

18

4 

23.02.0

9 
福島県いわき市  職員 2 

18

5 

23.02.0

9 
岐阜県美濃加茂市  議員 12 

18

6 

23.06.0

7 
宮崎県宮崎市  議員 6 

18

7 

23.07.0

4 
北海道札幌市  議員 5 

18

8 

23.07.0

5 
大阪府豊中市  議員 9(他随 1) 

18

9 

23.07.0

6 
静岡県藤枝市  職員 3 

19

0 

23.08.0

4 
静岡県浜松市  職員 2 

19

1 

23.08.0

4 
鹿児島県西之表市  職員 4(他県職員 1) 

19

2 

23.08.0

5 
福岡県北九州市  職員 2 

19

3 

23.08.0

8 
京都府城陽市  議員 7(他随 1) 

19

4 

23.08.1

0 
広島県呉市  議員 9(他随 2) 

19

5 

23.08.2

4 
鳥取県鳥取市  職員 2 

19

6 

23.09.0

6 
東京都多摩市  職員 2 
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19

7 

23.09.0

8 
高知県    職員 2 

19

8 

23.10.0

4 
島根県松江市  議員 8(他随 1) 

19

9 

23.10.0

7 
長野県千曲市  議員 8(他随 1) 

20

0 

23.10.0

7 
大阪府豊中市  職員 2 

20

1 

23.10.1

1 
愛知県豊川市  議員 3 

20

2 

23.10.1

3 
石川県七尾市  議員 8(他随 1) 

20

3 

23.10.1

2 
岡山県新見市  議員 7(他随 2) 

20

4 

23.10.1

9 
新潟県燕市  議員 7(他随 1) 

20

5 

23.11.0

1 
埼玉県戸田市  議員 6(他随 1) 

20

6 

23.11.0

9 
滋賀県長浜市  職員 4 

20

7 

23.11.1

0 
北海道大雪地区広域連合 職員 5 

20

8 

23.11.1

4 
東京都三鷹市  議員 7(他随 2) 

20

9 

23.12.2

0 
群馬県伊勢崎市  議員 3 

21

0 

23.12.2

2 
愛知県半田市  議員 1 

21

1 

24.02.0

7 
兵庫県三木市  議員 3 

21

2 

24.02.0

8 
大分県中津市  議員 7 

21

3 

24.02.1

6 
愛知県豊田市  議員 1 

21

4 

24.02.2

0 
鳥取県倉吉市  議員 8 

21

5 

24.02.2

1 
栃木県足利市  議員 3 

21

6 

24.03.0

8 
福岡県古賀市  職員 1 

21

7 

24.05.0

8 
千葉県八街市  議員 14(他随 2) 

21

8 

24.05.1

0 
高知県高知市  議員 2 
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21

9 

24.05.1

6 
東京都調布市  議員 1 

22

0 

24.05.2

1 
新潟県胎内市  議員 6(他随 1) 

22

1 

24.05.2

8 
愛知県春日井市  議員 2 

22

2 

24.07.0

5 
神奈川県伊勢原市  議員 7(他随 1) 

22

3 

24.07.1

0 
佐賀県伊万里市  議員 8(他随 1) 

22

4 

24.07.1

3 
神奈川県小田原市  職員 1 

22

5 

24.07.1

9 
北海道芽室町  職員 4 

22

6 

24.07.1

9 
北海道豊富町  職員 3 

22

7 

24.07.2

3 
兵庫県尼崎市  議員 4 

22

8 

24.07.2

6 
長野県長野市  議員 5 

22

9 

24.07.3

0 
秋田県横手市  議員 1 

23

0 

24.08.1

0 
大阪府摂津市  議員 6(他随 2) 

23

1 

24.10.0

1 
愛知県日進市  議員 1 

23

2 

24.10.0

4 
京都府福知山市  議員 6(他随 1) 

23

3 

24.10.1

9 
富山県魚津市  議員 6(他随 2) 

23

4 

24.10.2

3 
長野県坂城町・飯綱町・飯山市  議員 3 

23

5 

24.11.0

7 
山形県東根市  議員 4 

23

6 

24.11.1

6 
愛知県日進市  議員 3 

23

7 

24.12.1

2 
長崎県大村市  職員 1 

23

8 

25.01.2

3 
山形県鶴岡市  議員 3 

23

9 

25.01.2

5 
愛知県蒲郡市  議員 3 

24

0 

25.01.3

0 
茨城県牛久市  議員 6(他随 1) 
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24

1 

25.02.0

7 
岩手県盛岡市  議員 2 

24

2 

25.02.1

5 
北海道恵庭市  職員 1 

24

3 

25.04.2

3 
滋賀県大津市  議員 5 

24

4 

25.07.1

0 
愛媛県新居浜市  議員 7(他随 2) 

24

5 

25.07.1

6 
愛媛県西予市  議員 6(他随 3) 

24

6 

25.07.2

4 
滋賀県野洲市  職員 3 

24

7 

25.07.2

5 
千葉県香取市  議員 8(他随 2) 

24

8 

25.07.2

6 
愛知県津島市  議員 6(他随 2) 

24

9 

25.08.0

9 
富山県南砺市  議員 9 

25

0 

25.10.0

7 
愛知県一宮市  議員 9(他随 4) 

25

1 

25.10.0

8 
大分県日田氏  議員 6(他随 2) 

25

2 

25.10.0

1 
茨城県つくば市  職員 7 

25

3 

25.11.1

3 
石川県小松市  議員 6(他随 1) 

25

4 

25.11.0

8 
埼玉県神川町  議員 12(他随 1) 

25

5 

25.10.2

3 
福岡県みやま市  議員 6(他随 1) 

25

6 

25.10.2

1 
高知県土佐市  議員 8(他随 1) 

25

7 

25.10.1

0 
福井県敦賀市  議員 7(他随 1) 

25

8 

25.10.3

0 
山口県下関市  議員 1(他随 1) 

25

9 

25.10.2

2 
熊本県合志市  職員 2 

26

0 

25.11.1

1 

千葉県 

市川市、鎌ヶ谷市、浦安市 
 議員 3 

26

1 

25.10.2

3 
福岡県みやま市  議員 5(他随 1) 

26

2 

25.11.1

3 
石川県小松市  議員 6(他随 1) 
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26

3 

25.11.1

9 
佐賀県伊万里市  議員 4 

26

4 

25.10.2

4 
愛知県安城市  職員 1 

26

5 

25.11.0

7 
愛知県長久手市  職員 6 

26

6 

26.02.0

6 
新潟市社会福祉協議会  職員 4 

26

7 

26.05.2

1 
埼玉県児玉郡神川町  職員 7～8 

26

8 

26.06.1

6 
日本テレビ  職員 2 

26

9 

26.07.0

4 
石川県健康福祉部（講師登壇）  職員 80 

27

0 

26.07.2

2 
山口県下松市  議員 11 

27

1 

26.07.2

5 
吉祥寺西地域福祉活動推進協議会  職員 25 

27

2 

26.07.2

5 
北海道音更町地域包括支援センター  職員 2 

27

3 

26.07.3

1 
宮城県女川町  議員 9 

27

4 

26.08.0

1 
長野県中野市  議員 6（他随 1） 

27

5 

26.08.0

5 
（株）道銀地域総合研究所  職員 2 

27

6 

26.08.0

8 
山口県光市  職員 4 

27

7 

26.08.2

9 
神奈川県藤沢市  議員 1 

27

8 

26.09.2

9 
山口大学大学院  学生 1 

27

9 

26.10.0

7 
北海道釧路郡釧路町  職員 2 

28

0 

26.10.0

7 
沖縄県糸満市  議員 5 

28

1 

26.10.0

9 
佐賀県鳥栖市  職員 2 

28

2 

26.10.0

9 
宮城県利府町  議員 8 

28

3 

26.10.1

5 
富山県砺波市  議員 8 

28

4 

26.10.2

7 
三重県伊勢市  議員 4 

28 26.11.0 長野県東御市  職員 7 
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5 5 

28

6 
26.12. 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町  職員  

28

7 

27.01.2

0 
広島県府中市  議員 8 

28

8 

27.02.1

9 
千葉県長生村社会福祉協議会  職員 30 

28

9 

27.02.0

3 
滋賀県草津市草津未来研究所  職員 1 

29

0 

27.02.2

0 
三重県伊勢市  職員 4 

29

1 

27.03.1

0 
北海道足寄郡足寄町  職員 3 

29

2 

27.06.0

8 
東京都武蔵野市  職員 3 

29

3 

27.07.1

7 
特別区協議会  職員 4 

29

4 

27.07.2

3 
広島県福山市  議員 10（他隋 2） 

29

5 

27.08.2

0 
慶応義塾大学  学生 1 

29

6 

27.09.0

8 
日経ＢＰクリーンテック研究所  職員 12 

29

7 

27.10.0

7 
千葉県富里市  議員 9（他隋 3） 

29

8 

27.10.2

1 
北海道幕別町  議員 7（他隋 2） 

29

9 

27.10.2

8 
北海道長沼町  議員 9 

30

0 

27.10.3

0 
愛知県半田市  議員 7（他隋 2） 

30

1 

27.11.1

1 
福岡県春日市  議員 6（他隋 1） 

30

2 

27.11.1

7 
新潟県湯沢町  議員 9（他隋 2） 

30

3 

28.01.1

4 
北海道帯広市  職員 5 

30

4 

28.02.1

0 
岡山県早島町  議員 10（他隋 1） 

30

5 

28.04.2

8 
厚生労働省  職員 3 

30

6 

28.05.1

2 
福岡県志免町  議員 9 

30

7 

28.05.1

9 
北海道美幌町  議員 8 
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30

8 

28.06.2

1 

株式会社リクルート住まいカンパ

ニー 
 社員  

30

9 

28.06.2

8 
厚生労働省  職員 4 

31

0 

28.06.2

9 
岩手県奥州市  職員 4 

31

1 

28.07.0

7 
新潟県燕市  議員 10 

31

2 

28.07.2

0 
石川県白山市  議員 9 

31

3 

28.08.1

0 
福島県須賀川市  職員 2 

31

4 

28.09.1

2 
京都大学財政研  学生 18 

31

5 

28.10.0

6 
岐阜県垂井町  職員 4 

31

6 

28.10.1

9 
登別市社会福祉協議会  職員 3 

31

7 

28.10.2

4 
熊本県菊池市  議員 8 

31

8 

28.11.0

1 
愛知県大府市  議員 8 

31

9 

28.11.0

9 
岡山県玉野市  議員 10 

32

0 

28.11.1

6 
長野県宮田村  議員 6 

32

1 

28.11.2

2 
宮崎県木城町  議員 7 

32

2 

28.12.2

0 
東京都中野区  議員 5 

32

3 

29.01.2

7 
岩手県釜石市  議員 2 

32

4 

29.01.3

0 
宮崎県えびの市  議員 7 

32

5 

29.02.0

7 
富山テレビ  社員  

32

6 

29.06.0

1 
岩沼市民生児童委員  民生委員 36 

32

7 

30.04.1

9 
NHK  社員 1 

32

8 

30.04.2

6 
NHK  社員 3 

32

9 

30.05.1

6 
宮城県亘理町  議員 7 

33 30.05.2 香川県観音寺市  議員 7 
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0 2 

33

1 

30.07.1

7 
兵庫県  議員 1 

33

2 

30.07.1

8 
愛知県扶桑町  議員 8 

33

3 

30.08.0

8 
愛知県豊田市  議員 2 

33

4 

30.10.0

9 
愛知県額田郡幸田町  職員 2 

33

5 

30.10.1

0 
福島県本宮市  職員 5 

33

6 

30.10.1

7 
静岡県三島市  議員 2 

33

7 

30.10.1

8 
日立システムズ  社員 5 

33

8 

30.10.2

9 
九州産業大学経済学部  准教授 1 

33

9 

30.10.3

1 
宮城県蔵王町  議員 7 

34

0 

30.11.1

3 
大阪府泉佐野市  議員 11 

34

1 

30.11.1

4 
山口県美祢市  議員 5 

34

2 

31.01.2

1 
台湾私立朝陽科技大学  准教授 1 

34

3 

31.01.2

5 
沖縄県那覇市  議員 7 

34

4 

31.03.1

4 
宮崎県小林市  職員 5 

34

5 

31.05.1

3 
SOMPO Digital Lab, Inc  CEO 1 

34

6 

01.07.1

6 
関東信越厚生局・関東経済産業局  職員 5 

34

7 

01.08.2

9 
船橋市ボランティア団体  市民 10 

34

8 

01.10.0

3 
東三河広域連合議会  議員 15 

34

9 

01.10.0

9 
山形県米沢市  議員 9 

35

0 

01.10.2

9 
静岡県静岡市  議員 2 

35

1 

01.11.0

8 
沖縄県豊見城市  議員 8 

35

2 

01.11.1

4 
静岡県富士市  議員 4 
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35

3 

02.01.0

8 
デロイトトーマツ   1 

35

4 

02.01.3

0 
海城中学 2年生  学生 1 

35

5 

02.02.0

4 
大阪府箕面市  議員・職員 9 

35

6 

04.07.2

6 
岐阜県高山市  議員・職員 8（他隋 2） 

35

7 

04.10.2

7 
くすのき広域連合議会  議員・職員 4（他隋 2） 

35

8 

05.01.1

7 
兵庫県高砂市  議員 2 

35

9 

05.08.1

0 
宮城県東松島市  教授・職員 5（他隋 3） 

36

0 

05.10.0

2 
大阪府高石市  議員・職員 8（他隋 3） 

36

1 

05.11.1

4 
福岡県中間市  議員・職員 4（他隋 3） 

36

2 

06.02.0

8 
愛知県岡崎市  議員 2 

36

3 

06.05.1

5 
和歌山県岩出市  議員・職員 8（他隋 1） 

36

4 

06.07.2

9 
周南公立大学  教授 １ 

36

5 

06.08.2

1 
埼玉県東松山市  議員 ２ 

36

6 

06.10.2

9 
青森県つがる市  議員・職員 7（他隋 1） 

36

7 

06.11.0

8 
北海道岩見沢市  議員・職員 8（他隋 1） 

36

8 

07.02.0

5 
山口県防府市  議員 9 

※網掛けは職種が議員の団体 
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